
冬休み、ご家庭での「体験」と「学習の点検」をお願いします 
 

                  校長 小 原 裕 二 

 

１２月２０日から２６日間の冬休みに入ります。２学期は、１・２年生は７８日、３～6年生は

８０日の登校日がありました。職員室にいると先生方の会話が聞こえてきます。「○○さんは、掃

除の時、ひとが嫌がる仕事も進んで引き受けるよさがある。」「○○さんは、マラソン記録会に向け

て毎朝、早く登校してグラウンドを走っている。目標に向かって努力できるすごさがある。」「○○

さんは、教科書の文章をすらすら読めるようになってきた。」など、子どもたちのがんばりや成長

を喜ぶ声がたくさん聞こえてきました。ぜひ、保護者の方からもお子様のがんばりや成長を認め、

伝えていただきたいと思います。 

 さて、冬休みの過ごし方について、お願いしたいことが２つあります。昨年と同じお願いです。 

 

【いろいろな体験をさせること】 

 「お子さんは、ナイフや包丁で、果物の皮をむいたり、野菜を切ったりしたことがあります

か。」「小さい子どもを背負ったり、遊んであげたりしたことがありますか。」「道路や公園などに捨

てられているゴミを拾ったりしたことがありますか。」「赤ちゃんのおむつをかえたり、ミルクをあ

げたことがありますか。」これらは『国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識

調査」2024.7.5』において減少傾向にある項目です。約３年半の新型コロナ感染症による自粛生

活で、人と直接会って関わりをもつ経験や五感を使ったリアルな体験が不足しています。「いろい

ろな人に会う」、「具体的なものに触れる」、「旅行をしたり地域の行事に参加したりする」こういっ

た体験をさせてください。 

 

【学習をみてあげてください】             ＜算数＞4年生までの学習内容 

 算数は、4年生までに基本的な四則計算（たし算、 

ひき算、かけ算、わり算）の学習が終わります。 

５年生になると4年生までの計算力を使ってさらに 

複雑な問題を解いていきます。 

例えば ５２２４６１４÷８３４２４  

（5年生の教科書「教育出版」より 

北海道の人口密度を求める問題） 

わり算の問題は、かけ算とひき算を使って解きます。 

算数を例に出しましたが、その他の教科においても 

お子さんがその学年で学習する内容が理解できてい 

るか、ご家庭でも点検していただけたらありがたい 

です。ご協力をお願いいたします。 

 

 令和７年も残すところ後わずかとなりました。保護 

者・地域の皆様には、小清水小学校の学校方針にご理 

解・ご協力いただき誠にありがとうございました。 

よいお年をお迎えください。 

 

小清水小学校 学校だより 

羽  ば  た  け 
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日  
曜

日  

下校バス 

特 別 便  1 4： 30 1 5： 30 

1  木  冬季休業 13日目  元日  ・  ・    ・  

2  金  冬季休業 14日目  ・  ・  ・  

3  土  冬季休業 15日目  ・  ・  ・  

4  日  冬季休業 16日目  ・  ・  ・  

5  月  冬季休業 17日目  ・  ・  ・  

6  火  冬季休業 18日目  ・  ・  ・  

7  水  冬季休業 19日目  ・  ・  ・  

8  木  冬季休業 20日目  ・  ・  ・  

9  金  冬季休業 21日目  ・  ・  ・  

1 0  土  冬季休業 22日目  ・  ・  ・  

1 1  日  冬季休業 23日目  ・  ・  ・  

1 2  月  冬季休業 24 日目  成人の日  ・  ・  ・  

1 3  火  冬季休業 25日目  ・  ・  ・  

1 4  水  冬季休業 26日目  ・  ・  ・  

1 5  木  3学期始業式  縦割り掃除区域替え  ・  ○  ○  

1 6  金  英語検定②  5･6年スケート授業①  フッ化物洗口  ・  ○  ○  

1 7  土   ・  ・  ・  

1 8  日  金管アンサンブルコンテスト地区大会（遠軽）  ・  ・  ・  

1 9  月  後期委員会⑥  3 ･4年スケート授業①  支援委員会⑤～ 23日  ・  ○  15:50  

2 0  火  全校朝会  5･6 年スケート授業②  ・  ○  ○  

2 1  水  学力検査（ CRT） ALT ・  ○  ○  

2 2  木  学力検査（ CRT） 1 ･２ 年 ス ケート授業①  ALT  ・  ○  ○  

2 3  金  避難訓練（不審者）  フッ化物洗口  ・  ○  ○  

2 4  土   ・  ・  ・  

2 5  日   ・  ・  ・  

2 6  月  1 ･2年スケート授業②  縦割り掃除区域替え  ・  ○  ○  

2 7  火  5 ･6年スケート授業③  ・  ○  ○  

2 8  水  3 ･4年スケート授業②  1・ 2年生活科年長児との交流  ALT ・  ○  ○  

2 9  木  6年中学校登校③  1 ･2年スケート授業②  ALT  定時退勤日  ・  ○  ○  

3 0  金  6年中学校登校④  3 ･4年スケート授業③  フッ化物洗口  ・  ○  ○  

3 1  土  ほのぼのコンサート  ・  ・  ・  

＜下校バス時間について＞1便 14:30、2便 15:30 を基本（委員会・クラブ活動日の2便は15:50）とし、行事等の際は特別便が

運行されます。なお、部活・放課後対策バスは17:50 に運行されます。7路線を4路線に集約して運行していますので、マチコミバ

ス位置情報を確認する際は、次の通りご確認ください。 １･萱野・泉・水上線＆上徳・共和・美和線→【萱野・泉・水上線】 

2･神浦・倉栄線＆北斗・浜小清水線→【神浦・倉栄線】 ３･中里線＆止別・旭線→【止別・旭線】4･東野線→【東野線】 



 

今年度2回目の「いじめアンケート」を10月に実施しました。アンケート結果をもとに児童へ確

認を行ったところ、いじめが疑われる事例は41件、そのうち15件を「いじめ」と認定しました。認

定にあたっては、担任が教育相談を通して児童の声に丁寧に耳を傾け、聞き取りを行いました。内容と

しては「冷やかしやからかい」「悪口を言われる」「仲間外れや集団による無視」「ＰＣや携帯電話など

による誹謗・中傷」などがありましたが、いずれも現在は継続しておらず、解決に向かっています。 

 「いじめ」とは、「一定の人間関係のある者から心理的・物理的な攻撃を受け、精神的な苦痛を感じ

ているもの」と定義されています。本校では「北海道いじめ防止基本方針」に基づき、「小清水町小・

中学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめ防止に取り組んでいます。 

今後も児童一人ひとりの「心理的安全」（集団の中で非難や拒絶の不安なく、安心して自分の意見を

言える環境）を大切にし、すべての児童が安心して学校生活を送れるよう努めてまいります。 

 

 

 

12月 2日㈫、3年生の社会科「事故や事件からまちを守る」の 

学習の一環として、小清水駐在所の署員の方にご来校いただきました。 

警察官の仕事内容や持ち物について、実物を示しながら分かりやすく 

説明していただきました。 

児童からは「事件や事故が起きたら、最初に何をしますか？」 

「事件がないときは交番でどんなことをしていますか？」など、たく 

さんの質問が出され、署員の方は一つひとつ丁寧に答えてくださいま 

した。 

また、実際にパトカーに乗車させていただく体験もあり、子どもた 

ちは大変興味深く学びを深めることができました。警察官の仕事を 

身近に感じ、まちの安全を守る大切さを実感する貴重な時間となりました。 

  

 

 

～第2回いじめアンケートより～ 

＜冬季休業中の学校閉庁日と窓口・電話対応時間について＞ 

□学校閉庁日：12月 29日(月)～1月 4日（日） □平日の窓口・電話対応時間：8：05～16：35 

上記以外は留守番電話設定となりますので、ご了承ください。 

緊急時は、小清水町教育委員会（62‐2310）まで連絡をお願いします。 



＜優勝の2年生チーム＞ 


